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議案第３５号 

 

 

   取手市手数料条例及び取手市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

 

 取手市手数料条例（平成１１年条例第２３号）及び取手市印鑑条例（平成３年条例

第２６号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 個人番号カードを用いてコンビニエンスストアで各種証明書（住民票の写し・印鑑

登録証明書・課税証明書・非課税証明書・所得証明書）の交付を開始することに伴い，

コンビニエンスストア及び自動交付機による交付に係る住民票の写しの交付手数料

及び印鑑登録証明書の交付申請に関する規定を整備するとともに，戸籍の附票の写し

の交付に係る手数料を明確化するため，本条例の一部を改正するものです。 
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   取手市手数料条例及び取手市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 （取手市手数料条例の一部改正） 

第１条 取手市手数料条例（平成１１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正前（対応する改正後の欄はこの欄の次に記載） 

 

別表第 1(第 2 条関係) 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

(1)から(8)まで (略) (略) (略) 

(9) 住民基本台帳法(昭

和 42 年法律第 81 号)第

12 条第 1 項並びに第 12

条の 3第 1項，第 2項及

び第8項の規定による住

民票の写しの交付 

住民票の写しの

交付手数料 

個人のもの及び 5 人以下の世帯のも

の 1 件 200 円 

6 人以上の世帯のもの 1 件 300 円 

(10)から(13)まで (略) (略) (略) 

(14)から(109)まで (略) (略) (略) 
 

  

 

改正後（対応する改正前の欄はこの欄の前に記載） 

 

別表第 1(第 2 条関係) 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 手数料の額 

(1)から(8)まで (略) (略) (略) 

(9) 住民基本台帳法(昭

和 42 年法律第 81 号)第

12 条第 1 項並びに第 12

条の 3第 1項，第 2項及

び第8項の規定による住

民票の写しの交付 

住民票の写しの

交付手数料 

ア 窓口で交付するもの 次の(ア)

及び(イ)に掲げる区分に応じ，そ

れぞれ当該(ア)及び(イ)に定める

額 

(ア) 個人のもの及び 5 人以下の

世帯のもの 1件 200 円 

(イ) 6 人以上の世帯のもの 1件 

 300 円 

イ 自動交付機(市の電子計算機と

電気通信回線で接続された市が設

置する端末機で，利用者自らが必

要な操作を行うことにより，住民

票の写し等を自動的に交付する機 
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  能を有するものをいう。以下同

じ。)及び多機能端末機(市の電子

計算機と電気通信回線で接続され

た民間事業者が設置する端末機

で，自動交付機に類する機能を有

するものをいう。)により交付する

もの 1件 200 円 

(10)から(13)まで (略) (略) (略) 

(14) 住民基本台帳法第

20条第3項及び第4項の

規定による戸籍の附票

の写しの交付 

戸籍の附票の写

しの交付手数料 

1 件 200 円 

(15)から(110)まで (略) (略) (略) 
 

  

 

 （取手市印鑑条例の一部改正） 

第２条 取手市印鑑条例（平成３年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

(印鑑登録証明書の交付申請) (印鑑登録証明書の交付申請) 

第 12 条 (略) 第 12 条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 第 1 項の規定にかかわらず，印鑑登録

者は，次の各号に掲げる区分に応じ，そ

れぞれ当該各号に定めるものを使用し

て自ら暗証番号その他必要な事項を入

力することにより，印鑑登録証明書の交

付を申請し，その交付を受けることがで

きる。 

3 第 1 項の規定にかかわらず，印鑑登録

者は，自ら本市の電子計算機と電気通信

回線で接続された端末機に，印鑑登録証

を使用して暗証番号その他必要な事項

を入力することにより，印鑑登録証明書

の交付を申請し，その交付を受けること

ができる。 

(1) 自動交付機(市の電子計算機と電

気通信回線で接続された市が設置す

る端末機で，利用者自らが必要な操作

を行うことにより，証明書等を自動的

に交付する機能を有するものをいう。

以下同じ。)により交付を受ける場合 

 印鑑登録証 

 

(2) 多機能端末機(市の電子計算機と  
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電気通信回線で接続された民間事業

者が設置する端末機で，自動交付機に

類する機能を有するものをいう。)に

より交付を受ける場合 個人番号

カード 

(印鑑登録証の暗証番号の登録) (暗証番号の登録) 

第14条 第12条第3項の規定により印鑑

登録証を使用して印鑑登録証明書の交

付を申請し，その交付を受けようとする

者は，あらかじめ自ら市長に暗証番号の

登録の申請をしなければならない。 

第14条 第12条第3項の規定により印鑑

登録証明書の交付を申請し，その交付を

受けようとする者は，あらかじめ自ら市

長に暗証番号の登録の申請をしなけれ

ばならない。 

2 (略) 2 (略) 

(個人番号カードの暗証番号の設定)  

第17条 第12条第3項の規定による個人

番号カードを使用した印鑑登録証明書

の交付申請に係る暗証番号の設定は，電

子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律施行

規則(平成15年総務省令第120号)第 42

条第 2項に定めるところによる。 

 

第 18 条から第 21 条まで (略) 第 17 条から第 20 条まで (略) 

  

 

   付 則 

 この条例は，平成２８年７月１日から施行する。 
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議案第３６号 
 

 

取手市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例について 
 

 

 取手市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第３

７号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 取手市医療福祉費支給に関する条例及び取手市ぬくもり医療支援事業に関する条

例による医療費の助成に関する事務について，特定個人情報（個人番号を含む情報）

を利用する事務として定めるとともに，当該特定個人情報について庁内において情報

連携を行うため，本条例の一部を改正するものです。 
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取手市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 取手市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第３

７号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

(個人番号の利用範囲) (個人番号の利用範囲) 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事

務は，次に掲げる事務とする。 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事

務は，市長又は教育委員会が行う法別表

第 2の第 2欄に掲げる事務とする。 

(1) 別表第 1 の左欄に掲げる機関が行

う同表の右欄に掲げる事務 

 

(2) 別表第 2 の左欄に掲げる機関が行

う同表の中欄に掲げる事務 

 

(3) 市長又は教育委員会が行う法別表

第 2の第 2 欄に掲げる事務 

 

2 別表第 2の左欄に掲げる機関は，同表

の中欄に掲げる事務を処理するために

必要な限度で，同表の右欄に掲げる特定

個人情報であって当該機関が保有する

ものを利用することができる。ただし，

法の規定により，情報提供ネットワーク

システムを使用して他の個人番号利用

事務実施者から当該特定個人情報の提

供を受けることができる場合は，この限

りでない。 

 

3 (略) 2 (略) 

4 前 2 項の規定による特定個人情報の利

用ができる場合において，他の条例，規

則その他の規程の規定により当該特定

個人情報と同一の内容の情報を含む書

面の提出が義務付けられているときは，

当該書面の提出があったものとみなす。 

3 前項の規定による特定個人情報の利用

ができる場合において，他の条例，規則

その他の規程の規定により当該特定個

人情報と同一の内容の情報を含む書面

の提出が義務付けられているときは，当

該書面の提出があったものとみなす。 
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 付則の次に別表として次の２表を加える。 

 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 取手市医療福祉費支給に関する条例（昭和５１年条例第３３号）及び

取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例（平成１７年条例第１１６

号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 取手市医療福祉費支

給に関する条例及び

取手市ぬくもり医療

支援事業に関する条

例による医療費の助

成に関する事務であ

って規則で定めるも

の 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

その他の地方税に関する法律に基づく条

例の規定により算定した税額又はその算

定の基礎となる事項に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

（２）住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第７条第４号に規定する事項であって

規則で定めるもの 

（３）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による保護の実施又は就労自立給付金の

支給に関する情報であって規則で定める

もの 

（４）児童手当法（昭和４６年法律第７３号）

による児童手当又は特例給付（同法附則第

２条第１項に規定する給付をいう。）の支

給に関する情報であって規則で定めるも

の 

（５）児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３

８号）による児童扶養手当の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

（６）特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（昭和３９年法律第１３４号）による特別

児童扶養手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 
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  （７）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）による身体障害者手帳に関する情

報であって規則で定めるもの 

（８）知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３

７号）にいう知的障害者に関する情報であ

って規則で定めるもの 

（９）国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）

による障害基礎年金の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 

（１０）母子保健法（昭和４０年法律第１４１

号）による妊娠の届出に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

（１１）高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）による医療に関

する給付の支給又は保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定めるもの 

 

   付 則 

 この条例は，平成２８年７月１日から施行する。 
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議案第３７号 

 

 

   取手市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 

 

 取手市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２５年条例第９号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する厚生労働省

令（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）が改正され

たことを踏まえ，本市においても当該省令基準を参酌して同様の措置を講ずるため，

本条例の一部を改正するものです。 
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   取手市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

 取手市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２５年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

(運営規程) (運営規程) 

第60条の12 指定地域密着型通所介護事

業者は，指定地域密着型通所介護事業所

ごとに，事業の運営に係る次に掲げる重

要事項に関する規程(以下この節におい

て「運営規程」という。)を定めておか

なければならない。 

第60条の12 指定地域密着型通所介護事

業者は，指定地域密着型通所介護事業所

ごとに，事業の運営に係る次に掲げる重

要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

(1)から(10)まで (略) (1)から(10)まで (略) 

(運営規程) (運営規程) 

第 60 条の 34 指定療養通所介護事業者

は，指定療養通所介護事業所ごとに，事

業の運営に係る次に掲げる重要事項に

関する規程(以下この節において「運営

規程」という。)を定めておかなければ

ならない。 

第 60 条の 34 指定療養通所介護事業者

は，指定療養通所介護事業所ごとに，事

業の運営に係る次に掲げる重要事項に

関する規程を定めておかなければなら

ない。 

(1)から(9)まで (略) (1)から(9)まで (略) 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第 83 条 (略) 第 83 条 (略) 

2 から 5まで (略) 2 から 5まで (略) 

6 次の表の左欄に掲げる場合において，

前各項に規定する人員に関する基準を

満たす小規模多機能型居宅介護従業者

を置くほか，同表の中欄に掲げる施設等

の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは，同表の右欄に掲げる

当該小規模多機能型居宅介護従業者は，

同表の中欄に掲げる施設等の職務に従

6 次の表の左欄に掲げる場合において，

前各項に規定する人員に関する基準を

満たす小規模多機能型居宅介護従業者

を置くほか，同表の中欄に掲げる施設等

の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは，同表の右欄に掲げる

当該小規模多機能型居宅介護従業者は，

同表の中欄に掲げる施設等の職務に従
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事することができる。 事することができる。 

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

(略) (略) 

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

の同一敷地内

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかがある

場合 

前項中欄に掲

げる施設等，指

定居宅サービ

スの事業を行

う事業所，指定

定期巡回・随時

対応型訪問介

護看護事業所，

指定地域密着

型通所介護事

業所，指定認知

症対応型通所

介護事業所，指

定介護老人福

祉施設又は介

護老人保健施

設 

看 護 師

又 は 准

看護師 

 

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

(略) (略) 

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

の同一敷地内

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかがある

場合 

前項中欄に掲

げる施設等，指

定居宅サービ

スの事業を行

う事業所，指定

定期巡回・随時

対応型訪問介

護看護事業所，

指定認知症対

応型通所介護

事業所，指定介

護老人福祉施

設又は介護老

人保健施設 

看 護 師

又 は 准

看護師 

 

7 から 13 まで (略) 7 から 13まで (略) 

  

 

   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第３８号 

 

 

取手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 
 

 

 取手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２５年条例第１０号）の一部を別紙のとおり改正する。 
 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営等に関する厚

生労働省令（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準）が改正されたことを踏まえ，本市においても当該省令基準を参酌して同様の

措置を講ずるため，本条例の一部を改正するものです。 
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   取手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 取手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２５年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第 45 条 (略) 第 45 条 (略) 

2 から 5まで (略) 2 から 5まで (略) 

6 次の表の左欄に掲げる場合において，

前各項に定める人員に関する基準を満

たす介護予防小規模多機能型居宅介護

従業者を置くほか，同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従

業者を置いているときは，同表の右欄に

掲げる当該介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者は，同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

6 次の表の左欄に掲げる場合において，

前各項に定める人員に関する基準を満

たす介護予防小規模多機能型居宅介護

従業者を置くほか，同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従

業者を置いているときは，同表の右欄に

掲げる当該介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者は，同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

(略) (略) 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所の同

一敷地内に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かがある場合 

前項中欄に掲

げる施設等，指

定居宅サービ

スの事業を行

う事業所，指定

定期巡回・随時

対応型訪問介

護看護事業所，

指定地域密着 

看 護 師

又 は 准

看護師 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

(略) (略) 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所の同

一敷地内に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かがある場合 

前項中欄に掲

げる施設等，指

定居宅サービ

スの事業を行

う事業所，指定

定期巡回・随時

対応型訪問介

護看護事業所，

指定認知症対 

看 護 師

又 は 准

看護師 
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 型通所介護事

業所，指定認知

症対応型通所

介護事業所，指

定介護老人福

祉施設又は介

護老人保健施

設 

 

 

 応型通所介護

事業所，指定介

護老人福祉施

設又は介護老

人保健施設 

 

 

7 から 13 まで (略) 7 から 13まで (略) 

(準用) (準用) 

第 87 条 第 12 条，第 13 条，第 15 条，第

16 条，第 24 条，第 25条，第 27 条，第

32 条から第 35 条まで，第 37 条，第 38

条(第 4 項を除く。)，第 39 条，第 40

条(第 5 項を除く。)，第 57 条，第 60

条及び第 62 条の規定は，指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において，第

12 条第 1項中「第 28 条に規定する運営

規程」とあるのは「第 81 条に規定する

重要事項に関する規程」と，「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と，第 27 条第 2 項中

「この節」とあるのは「第 4章第 4節」

と，第 33 条中「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と，第 40 条第 1 項中「介護予防認

知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防認知症対

応型共同生活介護について知見を有す

る者」と，「6か月」とあるのは「2か月」

と，第 57 条中「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と，第 60 条中「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者」と読み替えるものとする。 

第 87 条 第 12 条，第 13 条，第 15 条，第

16 条，第 24 条，第 25条，第 27 条，第

32 条から第 35 条まで，第 37 条，第 38

条(第 4 項を除く。)，第 39 条，第 40

条，第 57 条，第 60 条及び第 62 条の規

定は，指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の事業について準用する。この場

合において，第 12 条第 1 項中「第 28

条に規定する運営規程」とあるのは「第

81 条に規定する重要事項に関する規

程」と，「介護予防認知症対応型通所介

護従業者」とあるのは「介護従業者」と，

第 27 条第 2 項中「この節」とあるのは

「第 4 章第 4 節」と，第 33 条中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と，第 40 条第 1

項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護につ

いて知見を有する者」と，「6 か月」と

あるのは「2 か月」と，第 57 条中「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と，第 60 条

中「指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者」とあるのは「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み

替えるものとする。 
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   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 



- 1 - 

議案第３９号 

 

 

   取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

 

 取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条例（平

成１７年条例第１０６号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 介護保険法が改正され，取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷において

実施する事業が，介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に移行し

たことに伴い，利用対象者及び利用者負担額に係る規定の整備を行うため，本条例の

一部を改正するものです。 
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   取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例 

 

 取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条例（平

成１７年条例第１０６号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

(利用者) (利用者) 

第 5 条 ふれあいの郷を利用することが

できる者は，次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

第 5条 ふれあいの郷を利用できる者は，

次に掲げる者とする。 

(1) 法第10条の4第1項第2号の措置

に係る者 

(1) 法第10条の4第1項第2号の措置

に係る者又は介護保険法(平成 9 年法

律第 123 号)の規定による通所介護に

係る居宅介護サービス費若しくは介

護予防通所介護に係る介護予防サー

ビス費の支給に係る者 

(2) 次に掲げるサービスに係る費用の

支給の対象となる者 

 

ア 介護保険法(平成 9年法律第 123

号)第 8 条第 17 項に規定する地域

密着型通所介護に係る同法第 42

条の 2 第 1 項に規定する地域密着

型介護サービス費 

 

イ 介護保険法第115条の45第 1項

第 1 号ロに規定する第 1 号通所事

業に係る同法第115条の45の 3第

1 項に規定する第 1号事業支給費 

 

(3) 前 2号に掲げる者の介護を行う者 (2) 前号に掲げる者の介護を行う者 

(利用者負担額) (利用者負担額) 

第 9 条 老人デイサービスを利用する者

は，介護保険法第 42 条の 2 第 2 項第 2

号又は第 115 条の 45 の 3 第 2 項の規定

により算定した費用の額を納付しなけ

第 9 条 老人デイサービスを利用する者

は，介護保険法(平成 9年法律第 123 号)

第41条第4項又は第53条第2項の規定

により算定した費用の額を納付しなけ
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ればならない。 ればならない。 

2 及び 3 (略) 2 及び 3 (略) 

  

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，この条例による改正後の取手市立老人デイサ

ービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条例（以下「新条例」という。）

の規定は，平成２８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 平成２８年３月３１日において介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条

第２項に規定する要支援認定を受けていた被保険者については，当該要支援認定の

有効期間（同法第３３条第１項に規定する有効期間をいう。）の末日までの間に限

り，新条例第５条第２号イ中「介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業に係る同法第１１５条の４５の３第１項に規定する第１号事

業支給費」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条第２項

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定による改正前

の介護保険法（以下「旧法」という。）第８条の２第７項に規定する介護予防通所

介護に係る介護予防サービス費」と，第９条第１項中「第１１５条の４５の３第２

項」とあるのは「旧法第５３条第２項第１号」と読み替えて，これらの規定を適用

する。 
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議案第４０号 

 

 

   学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例について 

 

 

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を

別紙のとおり制定する。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

学校教育法等の一部が改正され，小中一貫教育を目的とした義務教育学校の区分が

新たに設けられたことに伴い，関係する条例の規定を一括して整備するものです。 

  



- 2 - 

   学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （取手市小堀の渡し運航条例の一部改正） 

第１条 取手市小堀の渡し運航条例（平成１２年条例第５９号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

(利用料金) (利用料金) 

第 4 条 利用料金は，次の表に掲げる額と

し，乗船の際利用者から徴収するものと

する。 

第 4条 利用料金は，次の表に掲げる額と

し，乗船の際利用者から徴収するものと

する。 

種別 利用料金 

利用者 中学生(これに相当す

る者を含む。)以上の

者 1 回の乗船につき

100 円 

自転車及び原

動機付自転車 
(略) 

 

種別 利用料金 

利用者 中学生以上の者 1 回

の乗船につき 100 円 

 
 

自転車及び原

動機付自転車 
(略) 

 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号の

いずれかに該当する者については，無料

とする。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号の

いずれかに該当する者については，無料

とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 小学生(これに相当する者を含

む。)以下の者及び 70歳以上の者 

(2) 小学生以下の者及び 70 歳以上の

者 

(3)及び(4) (略) (3)及び(4) (略) 

  

 

 （取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第４４号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表(第 6条関係) 別表(第 6条関係) 

 表 (略)  表 (略) 
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備考 備考 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 個人利用の場合における使用料

については，小学生及び中学生並び

にこれらに相当する者は半額とし，

小学校就学前の乳幼児は無料とす

る。 

(2) 個人利用の場合における使用料

については，小学生及び中学生は半

額とし，小学校就学前の乳幼児は無

料とする。 

(3)及び(4) (略) (3)及び(4) (略) 

  

 

 （取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

の一部改正） 

第３条 取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関す

る条例（平成１７年条例第９９号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表(第 9条，第 16 条関係) 別表(第 9条，第 16 条関係) 

区分 

使用料 

(1 人 1 回

につき) 

回数券 

(11 枚利

用分) 

市内居住者の部

及び市外居住者

の部 

(略) (略) 

小学生及びこれ

に相当する者 (略) (略) 

未就学児 (略) (略) 
 

区分 

使用料 

(1 人 1 回

につき) 

回数券 

(11 枚利

用分) 

市内居住者の部

及び市外居住者

の部 

(略) (略) 

小学生 
(略) (略) 

未就学児 (略) (略) 
 

  

 

 （取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４条 取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１０

２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 
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改正前（対応する改正後の欄はこの欄の次に記載） 

別表(第 9条，第 16 条関係) 

取手市立かたらいの郷 

研修室（Ａ），研修室（Ｂ），清風の間及びクッキングサロンに係る使用料の表 （略） 

施設の名称 区分 
使用料 

(1人1回につき) 

回数券 

(11 枚利用分) 
 

かたらいの間 

ステージ 

控室 

娯楽室 

つつじの湯 

大利根の湯 

リラクゼーショ

ンルーム 

 

市内居住者 60 歳以上の者

並びに障害者

及び付添人 

(略) (略) 

小学生 (略) (略) 

未就学児の項

及び上記以外

の者の項 

(略) (略) 

 

市外居住者 60 歳以上の者

並びに障害者

及び付添人 

(略) (略) 

小学生 (略) (略) 

未就学児の項

及び上記以外

の者の項 

(略) (略) 

 

 

 

改正後（対応する改正前の欄はこの欄の前に記載） 

別表(第 9条，第 16 条関係) 

取手市立かたらいの郷 

研修室（Ａ），研修室（Ｂ），清風の間及びクッキングサロンに係る使用料の表 （略） 

施設の名称 区分 
使用料 

(1人1回につき) 

回数券 

(11 枚利用分) 
 

かたらいの間 

ステージ 

控室 

娯楽室 

つつじの湯 

大利根の湯 

リラクゼーショ

ンルーム 

 

市内居住者 
 

60 歳以上の者

並びに障害者

及び付添人 

(略) (略) 

小学生及びこ

れに相当する

者 

(略) (略) 

未就学児の項

及び上記以外

の者の項 

(略) (略) 
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市外居住者 
 

60 歳以上の者

並びに障害者

及び付添人 

(略) (略) 

小学生及びこ

れに相当する

者 

(略) (略) 

未就学児の項

及び上記以外

の者の項 

(略) (略) 

 

 

 （取手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第５条 取手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

(職員) (職員) 

第 10 条 (略) 第 10 条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 放課後児童支援員は，次の各号のいず

れかに該当する者であって，都道府県知

事が行う研修を修了したものでなけれ

ばならない。 

3 放課後児童支援員は，次の各号のいず

れかに該当する者であって，都道府県知

事が行う研修を修了したものでなけれ

ばならない。 

(1)から(3)まで (略) (1)から(3)まで (略) 

(4) 学校教育法の規定により，幼稚園，

小学校，中学校，義務教育学校，高等

学校又は中等教育学校の教諭となる

資格を有する者 

(4) 学校教育法の規定により，幼稚園，

小学校，中学校，高等学校又は中等教

育学校の教諭となる資格を有する者 

(5)から(9)まで (略) (5)から(9)まで (略) 

4 及び 5 (略) 4 及び 5 (略) 
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 （取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例（平成２６年条

例第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

(キッズプレイルームの利用) (キッズプレイルームの利用) 

第 6 条 キッズプレイルームを利用する

ことができる者は，次に掲げる者とす

る。 

第 6 条 キッズプレイルームを利用する

ことができる者は，次に掲げる者とす

る。 

(1) 小学生(これに相当する者を含

む。)以下の児童 

(1) 小学生以下の児童 

(2) (略) (2) (略) 

2 (略) 2 (略) 

  

 

   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第４１号 

 

 

   取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

 

 取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１０９号）の一

部を別紙のとおり改正する。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 老朽化している久賀テニスコートを廃止し，収容台数が不足している周辺公共施設

の駐車場に転用することにより行政財産の効率的な利用を図るとともに，学校教育法

等の一部が改正され，小中一貫教育を目的とした義務教育学校の区分が新たに設けら

れたことに伴い，所要の規定の整備を行うため，本条例の一部を改正するものです。
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   取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１０９号）の一

部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

(名称及び位置) (名称及び位置) 

第 2 条 体育施設の名称及び位置は，次の

とおりとする。 

第 2条 体育施設の名称及び位置は，次の

とおりとする。 

名称 位置 

取手市立取手グリーン

スポーツセンターの項

及び取手市立藤代スポ

ーツセンターの項 

(略) 

取手市立高須体育館 (略) 
 

名称 位置 

取手市立取手グリーン

スポーツセンターの項

及び取手市立藤代スポ

ーツセンターの項 

(略) 

取手市立久賀テニスコ

ート 

取 手 市 萱 場

967 番地 2 

取手市立高須体育館 (略) 
 

(施設) (施設) 

第 4 条 体育施設には，それぞれ次の表に

掲げる施設を設ける。 

第 4条 体育施設には，それぞれ次の表に

掲げる施設を設ける。 

名称 施設 

取手市立取手グリーン

スポーツセンターの項

及び取手市立藤代スポ

ーツセンターの項 

(略) 

取手市立高須体育館 (略) 
 

名称 施設 

取手市立取手グリーン

スポーツセンターの項

及び取手市立藤代スポ

ーツセンターの項 

(略) 

取手市立久賀テニスコ

ート 

テニスコート 

取手市立高須体育館 (略) 
 

(指定管理者による管理) (指定管理者による管理) 

第 18 条 (略) 第 18 条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 第 1 項の規定により体育施設の管理を

指定管理者に行わせる場合は，第 3条中

「取手市教育委員会(以下「教育委員会」

3 第 1 項の規定により体育施設の管理を

指定管理者に行わせる場合は，第 3条の

規定中「取手市教育委員会」(以下「教
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という。)」とあるのは「指定管理者」

と，第 5 条から第 8 条まで，第 13 条，

第 14 条，別表第 2 取手グリーンスポー

ツセンターの表備考第 3号及び第 8号，

藤代スポーツセンターの表第 1 号備考

第 7号，同表第 3号備考第 6号並びに同

表第 4号備考第 7号中「教育委員会」と

あるのは「指定管理者」と読み替えるも

のとする。 

育委員会」という。)」とあるのは「指

定管理者」と，第 5条から第 8条まで，

第 13 条，第 14 条，別表第 2取手グリー

ンスポーツセンターの項備考第 3 号及

び第 8号，藤代スポーツセンター及び取

手市立久賀テニスコートの項第 1 号備

考第 7号，同項第 3号備考第 6号及び同

項第 4号備考第 7号中「教育委員会」と

あるのは「指定管理者」と読み替えるも

のとする。 

4 及び 5 (略) 4 及び 5 (略) 

別表第 1(第 6 条関係) 別表第 1(第 6 条関係) 

  取手グリーンスポーツセンターの表及

び藤代スポーツセンターの表 (略) 

  取手グリーンスポーツセンターの表及

び藤代スポーツセンターの表 (略) 

   久賀テニスコート 

 
施設 利用日 利用時間 

テニスコ

ート 

藤代スポー

ツセンター

総合体育館

と同じ 

午前 9 時か

ら 1 時間毎

として午後

7 時までと

する 
 

  高須体育館の表 (略)   高須体育館の表 (略) 

別表第 2(第 9 条，第 20条関係) 別表第 2(第 9 条，第 20条関係) 

  取手グリーンスポーツセンターの表 

  (略) 

  取手グリーンスポーツセンターの表 

  (略) 

 備考  備考 

  (1)から(8)まで (略)   (1)から(8)まで (略) 

  (9) この表において「小学生」とは

小学校及びこれに相当する学校の

児童をいい，「中学生」とは中学校

及びこれに相当する学校の生徒を

いう。 

 

  藤代スポーツセンター   藤代スポーツセンター及び取手市立久

賀テニスコート 

(1) アリーナ及びレクリエーション室の

表 (略) 

(1) アリーナ及びレクリエーション室の

表 (略) 

 備考  備考 
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  (1)から(7)まで (略)   (1)から(7)まで (略) 

  (8) この表において「小学生」とは

小学校及びこれに相当する学校の

児童をいい，「中学生」とは中学校

及びこれに相当する学校の生徒を

いう。 

 

(2) 野球場の表 (略) (2) 野球場の表 (略) 

(3) 多目的グランドの表 (略) (3) 多目的グランドの表 (略) 

 備考  備考 

  (1)から(6)まで (略)   (1)から(6)まで (略) 

  (7) この表において「小学生」とは

小学校及びこれに相当する学校の

児童をいい，「中学生」とは中学校

及びこれに相当する学校の生徒を

いう。 

 

(4) テニスコートの表 (略) (4) テニスコートの表 (略) 

  高須体育館の表 (略)   高須体育館の表 (略) 

  

 

   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第４２号 

 

 

   取手市立高井小学校校舎・体育館大規模改造工事請負契約の締結について 

 

 

 取手市立高井小学校校舎・体育館大規模改造工事につき，次のとおり仮工事請負

契約を締結したので，地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により，議会の議決を求め

る。 

 

 

記 

 

 

１ 契約の対 象   取手市立高井小学校校舎・体育館大規模改造工事 

 

２ 契 約 金 額   金３１１，０４０，０００円 

 

３ 契約の相手方   成島・中央特定建設工事共同企業体 

 

            代表構成員 茨城県つくばみらい市板橋３１０１番地 

                  成島建設株式会社 

                  代表取締役 成島 高雄 

 

            構成員   茨城県取手市戸頭九丁目１番２７号 

                  中央建設株式会社 

                  代表取締役 高橋 俊二 

 

４ 契 約 方 法   一般競争入札 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    
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契約についての説明資料 

 

１ 工事名称  取手市立高井小学校校舎・体育館大規模改造工事 

 

２ 工事場所  取手市ゆめみ野三丁目２２番地１ 

 

３ 工事概要   昭和５７年に建築され，老朽化が著しい高井小学校の校舎棟及

び体育館について，学校環境の充実を図るため，大規模改造工事

を行うものです。 

 （１）校舎棟改造 

   ア 校舎改造（ＲＣ造 ３階 ３,９７０㎡） 

    ・外部改修 屋根・煙突・昇降口扉の改修，外壁塗装 

    ・内部改修 共用部分の天井・壁・床，トイレ，教室内床， 

ロッカー・掃除用具入れ，照明器具の改修， 

          多目的トイレ新設，無線ＬＡＮ設置 

    ・その他附帯工事 

   イ 給食室改造（ＲＣ造 １階 １２５㎡） 

     天井・壁・床塗装改修 

調理器具・トイレ・照明器具の改修 

 （２）体育館改造（Ｓ造（一部ＲＣ造） ２階 ９０４㎡） 

    ・外部改修 屋根改修，外壁塗装改修，スロープ新設 

    ・内部改修 アリーナ・ステージ床，トイレ，照明器具， 

バスケットゴール，建具，強化ガラスの改修 

    ・その他附帯工事 

 

４ 工事期間   自  議会議決の翌日 

         至  平成２９年２月２８日 

 

５ 契約代金の  前払金 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年 

支払方法      法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社

と前払金保証契約を締結した場合は，請負代金の支払限

度額の４０％以内の額とする。 

         部分払 出来高の９０％以内の額で２回以内とする。 

         竣工払 残金を工事竣工引渡し後，請求日より４０日以内に支

払う。 

 

６ 契約保証金  契約金額の１０分の１以上の額（公共工事履行保証証券も可） 
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７ 入札参加業者（５業者） 

         染谷・大竹特定建設工事共同企業体 

         岡部・菊地植木特定建設工事共同企業体 

         成島・中央特定建設工事共同企業体 

         小川・コウキ特定建設工事共同企業体 

         赤塚・平沢特定建設工事共同企業体 
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参考資料 

入 札 調 書  

（単位：円） 

件  名 
取手市立高井小学校校舎・

体育館大規模改造工事 
契約方法 一般競争入札（電子入札） 

履行場所 
取手市ゆめみ野三丁目２２

番地１ 
入 札 日 平成２８年５月２４日 

予定価格 \351,129,600- 
入 札 書 

比較価格 
\325,120,000- 

入札者 第１回入札   

染谷・大竹特定建設工事共同企業

体 
辞退   

岡部・菊地植木特定建設工事共同

企業体 
辞退   

成島・中央特定建設工事共同企業

体 
288,000,000   

小川・コウキ特定建設工事共同企

業体 
315,000,000   

赤塚・平沢特定建設工事共同企業

体 
323,100,000   

 

 上記金額は，入札者が見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額で

ある。 

 

落札業者  成島・中央特定建設工事共同企業体 
契約金額  金３１１，０４０，０００円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の税額 

金２３，０４０，０００円 
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議案第４３号 

 

 

   藤代公民館耐震補強・大規模改造工事請負契約の締結について 

 

 

 藤代公民館耐震補強・大規模改造工事につき，次のとおり仮工事請負契約を締結

したので，地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により，議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 契約の対 象   藤代公民館耐震補強・大規模改造工事 

 

２ 契 約 金 額   金３３８，０４０，０００円 

 

３ 契約の相手方   赤塚・常陽特定建設工事共同企業体 

 

            代表構成員 取手市白山六丁目１２番１４号 

赤塚工業株式会社 

代表取締役 赤塚 康伸 

 

            構成員   取手市藤代３５７番地８ 

常陽建設株式会社 

代表取締役 飯田 憲一 

 

４ 契 約 方 法   一般競争入札 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    



- 2 - 

契約についての説明資料 

 

１ 工事名称  藤代公民館耐震補強・大規模改造工事 

 

２ 工事場所  取手市藤代４９１番地 

 

３ 工事概要   昭和５５年に建築され，老朽化が著しい藤代公民館について，

利用者にとって安全で安心な環境の整備及び利便性の向上を図る

ため，耐震補強工事及びエレベーターの設置を含めた大規模改造

工事を行うものです。 

 （１）耐震補強工事 

   ・鉄骨ブレース設置（１箇所） 

   ・鉄筋コンクリート壁増設（１箇所） 

   ・鉄筋コンクリート壁開口閉塞（１箇所） 

   ・耐震スリット（６箇所） 

   ・コンクリートブロック壁撤去，壁新設 

   ・屋根水平ブレース交換（講堂屋根） 

   ・高架水槽撤去 

 （２）老朽部改修工事 

   ・外部 屋根防水改修，外壁改修 

   ・内部 床・壁・天井改修，トイレ全面改修，自動ドア設置（玄関） 

 （３）エレベーター設置工事（１１人乗り） 

 （４）エレベーター設置附随工事 

 （５）非構造落下対策工事（講堂天井） 

 （６）機械設備工事  

   ・給水設備改修，屋内消火栓改修 

 

４ 工事期間   自  議会議決の翌日 

         至  平成２９年２月２８日 

 

５ 契約代金の  前払金 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年 

支払方法      法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社

と前払金保証契約を締結した場合は，請負代金の支払限

度額の４０％以内の額とする。 

部分払 出来高の９０％以内の額で２回以内とする。 

竣工払 残金を工事竣工引渡し後，請求日より４０日以内に支

払う。  
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６ 契約保証金  契約金額の１０分の１以上の額（公共工事履行保証証券も可） 

 

７ 入札参加業者（５業者） 

         染谷・大竹特定建設工事共同企業体 

         小川・コウキ特定建設工事共同企業体 

         岡部・菊地植木特定建設工事共同企業体 

         赤塚・常陽特定建設工事共同企業体 

         成島・中央特定建設工事共同企業体 
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参考資料 

入 札 調 書  

（単位：円） 

件  名 
藤代公民館耐震補強・大規

模改造工事 
契約方法 一般競争入札（電子入札） 

履行場所 取手市藤代４９１番地 入 札 日 平成２８年５月２４日 

予定価格 \341,604,000- 
入 札 書 

比較価格 
\316,300,000- 

入札者 第１回入札   

染谷・大竹特定建設工事共同企業

体 
辞退   

小川・コウキ特定建設工事共同企

業体 
辞退   

岡部・菊地植木特定建設工事共同

企業体 
辞退   

赤塚・常陽特定建設工事共同企業

体 
313,000,000   

成島・中央特定建設工事共同企業

体 
314,200,000   

 

 上記金額は，入札者が見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額で

ある。 

 

落札業者  赤塚・常陽特定建設工事共同企業体 

契約金額  金３３８，０４０，０００円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の税額 

金２５，０４０，０００円 
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議案第４４号 
 
 
   取手市立学校給食センター熱風消毒保管庫購入契約の締結について 
 
 
 熱風消毒保管庫の購入につき，次のとおり物品購入仮契約を締結したので，地方自

治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条の規定により，議会の議決を求める。 
 
 

記 
 
 
１ 契約の対 象   熱風消毒保管庫の購入 
 
２ 契 約 金 額   金３２，１８４，０００円 
 
３ 契約の相手方   茨城県取手市小堀３９９４番地 
           有限会社利根川製作所 
           代表取締役 今井 亨 
 
４ 契 約 方 法   指名競争入札 
 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
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契約についての説明資料 
 
１ 品 名   熱風消毒保管庫 
 
２ 納 入 場 所   取手市立学校給食センター 取手市宮和田１９５０番地 
 
３ 購 入 理 由 

現在使用している熱風消毒保管庫は，給食センター設立当初から３０年以上使

用しており，経年劣化により故障が多く見られる状況となっています。 
学校給食の適切な衛生管理を図り，安全で安心な学校給食を提供するため，学

校給食衛生管理基準に規定されている衛生管理上の重要な設備である熱風消毒

保管庫９台を更新するものです。 
 
４ 設 備 概 要 

洗浄した食器類に熱風で乾燥及び消毒（原則として８５度から９０度に上昇後，

３０分間以上）を行い，保管する設備です。 
（更新９台の内訳） 

・８０カゴ ４台 
・６０カゴ １台 
・４０カゴ ３台 
・調理器具及び４０カゴ １台 

 
５ 納 入 期 限   平成２８年８月２３日 
 
６ 契約代金 の   検収合格後，支払請求書を受理した日から３０日以内に 
  支 払 方 法   支払う。 
 
７ 入札参加業者（５業者） 

ホシザキ北関東株式会社      タニコー株式会社 

有限会社利根川製作所       株式会社マルゼン 

戸田産業株式会社 
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参考資料 

入 札 調 書  

（単位：円） 

件  名 
取手市立学校給食センター 
熱風消毒保管庫購入 

契約方法 
指名競争入札（地方自治法施行

令第１６７条） 

履行場所 取手市宮和田１９５０番地 入 札 日 平成２８年５月１６日 

予定価格 \32,875,200- 
入 札 書 

比較価格 
\30,440,000- 

入札者 第１回入札   

ホシザキ北関東株式会社 30,100,000   

有限会社利根川製作所 29,800,000   

戸田産業株式会社 30,300,000   

タニコー株式会社 30,300,000   

株式会社マルゼン 30,150,000   

 

 上記金額は，入札者が見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額である。 

 

請負者氏名  有限会社利根川製作所 
契約金額   金３２，１８４，０００円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の税額 

金２，３８４，０００円 
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議案第４５号 
 
 
   市道路線の認定について 
 
 
 市道路線を次のとおり認定することについて，道路法第８条第２項の規定により，

議会の議決を求める。 
 
 

路線名 
起点（番地先） 

延長(m) 幅員 
最大(m) 

終点（番地先） 最小(m) 

1-3471 号線 
白山五丁目 1922-1 

64.05 
10.22 

白山五丁目 1921-10 6.00 

1-3472 号線 
白山五丁目 1922-1 

81.65 
10.25 

白山五丁目 1921-11 6.00 

 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
 
 
 
 
提案理由 
 
 開発行為により市に帰属した道路について，当該路線を市道として認定するため，

議会の議決を求めるものです。 



位 置 図
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承認第３号 

 

 

取手市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

 

 

取手市税条例等の一部を改正する条例について，地方自治法第１７９条第１項の規

定により別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定により報告し，承認を求

める。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    
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専決処分第１号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

取手市税条例等の一部を改正する条例について，特に緊急を要し市議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであるため，地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り，別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  平成２８年３月３１日 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    
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   取手市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （取手市税条例の一部改正） 

第１条 取手市税条例（昭和３９年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

(災害等による期限の延長) (災害等による期限の延長) 

第 18 条の 2 市長は，広範囲にわたる災

害その他やむを得ない理由により，法又

はこの条例に定める申告，申請，請求そ

の他書類の提出(審査請求に関するもの

を除く。)又は納付若しくは納入(以下こ

の条において「申告等」という。)に関

する期限までにこれらの行為をするこ

とができないと認める場合には，地域，

期日その他必要な事項を指定して当該

期限を延長するものとする。 

第 18 条の 2 市長は広範囲にわたる災害

その他やむを得ない理由により，法また

はこの条例に定める申告，申請，請求そ

の他書類の提出(不服申立てに関するも

のを除く。)または納付若しくは納入(以

下本条中「申告等」という。)に関する

期限までにこれらの行為をすることが

できないと認める場合には，地域，期日

その他必要な事項を指定して当該期限

を延長するものとする。 

2 から 5まで (略) 2 から 5まで (略) 

第 56 条 法第 348 条第 2 項第 9 号，第 9

号の 2 若しくは第 12 号の固定資産又は

同項第 16 号の固定資産(独立行政法人

労働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用に

供するものに限る。)について同項本文

の規定の適用を受けようとする者は，土

地については第 1号及び第 2号に，家屋

については第 3号及び第 4号に，償却資

産については第5号及び第6号に掲げる

事項を記載した申告書を，当該土地，家

屋又は償却資産が学校法人若しくは私

立学校法(昭和 24年法律第270号)第 64

条第 4項の法人，公益社団法人若しくは

公益財団法人，宗教法人若しくは社会福

祉法人で幼稚園を設置するもの，医療法

(昭和23年法律第205号)第31条の公的

医療機関の開設者，令第 49 条の 10 第 1

第 56 条 法第 348 条第 2 項第 9 号，第 9

号の 2 又は第 12 号の固定資産について

同項本文の規定の適用を受けようとす

る者は，土地については第 1号及び第 2

号，家屋については第3号及び第4号に，

償却資産については第5号及び第6号に

掲げる事項を記載した申告書を，当該土

地，家屋又は償却資産が学校法人若しく

は私立学校法(昭和 24 年法律第 270 号)

第 64 条第 4 項の法人，公益社団法人若

しくは公益財団法人，宗教法人若しくは

社会福祉法人で幼稚園を設置するもの，

医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 31

条の公的医療機関の開設者，令第 49 条

の 10 第 1 項に規定する医療法人，公益

社団法人若しくは公益財団法人，一般社

団法人(非営利型法人(法人税法第 2 条

第9号の2に規定する非営利型法人をい
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項に規定する医療法人，公益社団法人若

しくは公益財団法人，一般社団法人(非

営利型法人(法人税法第 2 条第 9 号の 2

に規定する非営利型法人をいう。以下こ

の条において同じ。)に該当するものに

限る。)若しくは一般財団法人(非営利型

法人に該当するものに限る。)，社会福

祉法人，独立行政法人労働者健康安全機

構，健康保険組合若しくは健康保険組合

連合会若しくは国家公務員共済組合若

しくは国家公務員共済組合連合会で看

護師，准看護師，歯科衛生士，歯科技工

士，助産師，臨床検査技師，理学療法士

若しくは作業療法士の養成所を設置す

るもの，公益社団法人若しくは公益財団

法人で図書館を設置するもの，公益社団

法人若しくは公益財団法人若しくは宗

教法人で博物館法(昭和26年法律第285

号)第 2 条第 1 項の博物館を設置するも

の又は公益社団法人若しくは公益財団

法人で学術の研究を目的とするもの(以

下この条において「学校法人等」とい

う。)の所有に属しないものである場合

においては当該土地，家屋又は償却資産

を当該学校法人等に無料で使用させて

いることを証明する書面を添付して，市

長に提出しなければならない。 

う。以下この条において同じ。)に該当

するものに限る。)若しくは一般財団法

人(非営利型法人に該当するものに限

る。)，社会福祉法人，独立行政法人労

働者健康福祉機構，健康保険組合若しく

は健康保険組合連合会若しくは国家公

務員共済組合若しくは国家公務員共済

組合連合会で看護師，准看護師，歯科衛

生士，歯科技工士，助産師，臨床検査技

師，理学療法士若しくは作業療法士の養

成所を設置するもの，公益社団法人若し

くは公益財団法人で図書館を設置する

もの，公益社団法人若しくは公益財団法

人若しくは宗教法人で博物館法(昭和

26年法律第 285号)第 2条第 1項の博物

館を設置するもの又は公益社団法人若

しくは公益財団法人で学術の研究を目

的とするもの(以下この条において「学

校法人等」という。)の所有に属しない

ものである場合においては当該土地，家

屋又は償却資産を当該学校法人等に無

料で使用させていることを証明する書

面を添付して，市長に提出しなければな

らない。 

(1)から(6)まで (略) (1)から(6)まで (略) 

(固定資産税の非課税の規定の適用を受

けなくなった固定資産の所有者がすべ

き申告) 

(固定資産税の非課税の規定の適用を受

けなくなった固定資産の所有者がすべ

き申告) 

第 59 条 法第 348 条第 2 項第 3 号，第 9

号から第 10 号の 10 まで，第 11 号の 3

から第 11 号の 5 まで，第 12 号又は第

16 号の固定資産として同項本文の規定

の適用を受けていた固定資産について，

当該各号に掲げる用途に供しないこと

第 59 条 法第 348 条第 2 項第 3 号，第 9

号から第 10 号の 10 まで，第 11 号の 3

から第11号の5まで又は第12号の固定

資産として同項本文の規定の適用を受

けていた固定資産について，当該各号に

掲げる用途に供しないこととなった場
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となった場合又は有料で使用させるこ

ととなった場合においては，当該固定資

産の所有者は，その旨を直ちに市長に申

告しなければならない。 

合又は有料で使用させることとなった

場合においては，当該固定資産の所有者

は，その旨を直ちに市長に申告しなけれ

ばならない。 

付 則 付 則 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で

定める割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で

定める割合) 

第 10 条の 2 (略) 第 10 条の 2 (略) 

2 及び 3 (略) 2 及び 3 (略) 

4 法附則第15条第2項第7号に規定する

市町村の条例で定める割合は，4 分の 3

とする。 

4 法附則第15条第2項第6号に規定する

市町村の条例で定める割合は，4 分の 3

とする。 

5 及び 6 (略)  5 及び 6 (略)  

7 法附則第 15条第 29項に規定する市町

村の条例で定める割合は，2分の 1とす

る。 

 

8 及び 9 (略) 7 及び 8 (略)  

10 法附則第15条第33項第1号イに規定

する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は，3分の 2とす

る。 

 

11 法附則第15条第33項第1号ロに規定

する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は，3分の 2とす

る。 

 

12 法附則第15条第33項第2号イに規定

する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は，2分の 1とす

る。 

 

13 法附則第15条第33項第2号ロに規定

する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は，2分の 1とす

る。 

 

14 法附則第15条第33項第2号ハに規定

する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は，2分の 1とす

る。 
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15 から 17 まで (略) 9 から 11まで (略) 

18 法附則第15条第42項に規定する市町

村の条例で定める割合は，5分の 4とす

る。 

 

19 (略) 12 (略) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告) 

第 10 条の 3 (略) 第 10 条の 3 (略) 

2 から 8まで (略) 2 から 8まで (略) 

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止

改修住宅又は同条第 10 項の熱損失防止

改修専有部分について，これらの規定の

適用を受けようとする者は，同条第 9

項に規定する熱損失防止改修工事が完

了した日から 3月以内に，次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第

7条第9項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止

改修住宅又は同条第 10 項の熱損失防止

改修専有部分について，これらの規定の

適用を受けようとする者は，同条第 9

項に規定する熱損失防止改修工事が完

了した日から 3月以内に，次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第

7条第9項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

(1)から(4)まで (略) (1)から(4)まで (略) 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用

及び令附則第12条第36項に規定する

補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用 

(6) (略) (6) (略) 

10 (略) 10 (略) 

  

 

 （取手市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 取手市税条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

付 則 付 則 

(市たばこ税に関する経過措置) (市たばこ税に関する経過措置) 

第 5 条 (略) 第 5 条 (略) 
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2 (略) 2 (略) 

3 前項の規定の適用がある場合における

新条例第 98 条第 1項から第 4 項までの

規定の適用については，次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

3 前項の規定の適用がある場合における

新条例第 98 条第 1項から第 4 項までの

規定の適用については，次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第98条第

1 項 

施行規則第

34 号の 2 様

式 

地方税法施行

規則の一部を

改正する省令

(平成 27 年総

務省令第 38

号)による改

正前の地方税

法 施 行 規 則

(以下この節

において「平

成 27 年改正

前の地方税法

施行規則」と

いう。)第 48

号の 5様式 
 

第98条第

2 項 

施行規則第

34 号の 2 の

2様式 

(略) 

第98条第

3 項 

施行規則第

34 号の 2 の

6様式 

(略) 

第98条第

4 項 

施行規則第

34 号の 2 様

式又は第 34

号の 2 の 2

様式 

(略) 

 

第98条第

1項 

第 34 号の 2

様式 

地方税法施行

規則の一部を

改正する省令

(平成 27 年総

務省令第 38

号)第 1 条の

規定による改

正前の地方税

法 施 行 規 則

(以下この節

において「平

成 27 年改正

前の地方税法

施行規則」と

いう。)第 48

号の 5様式 

第98条第

2項 

第 34 号の 2

の 2様式 
 

(略) 

第98条第

3項 

第 34 号の 2

の 6様式 
 

(略) 

第98条第

4項 

第 34 号の 2

様式又は第

34 号の 2 の

2様式 
 

(略) 

 

4 から 6まで (略)  4 から 6まで (略) 

7 第 4 項の規定により市たばこ税を課す

る場合においては，同項から前項までに

規定するもののほか，新条例第 19 条，

第 98 条第 4 項及び第 5項，第 100 条の

2並びに第 101 条の規定を適用する。こ

の場合において，次の表の左欄に掲げる

新条例の規定中同表の中欄に掲げる字

7 第 4 項の規定により市たばこ税を課す

る場合においては，同項から前項までに

規定するもののほか，新条例第 19 条，

第 98 条第 4 項及び第 5項，第 100 条の

2並びに第 101 条の規定を適用する。こ

の場合において，次の表の左欄に掲げる

新条例の規定中同表の中欄に掲げる字
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句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第 19 条の部から第 98

条第 5項の部まで 
(略) (略) 

第 100 条の 2第 1項 (略) (略) 

第 101 条第 2項 (略) (略) 
 

第 19 条の部から第 98

条第 5項の部まで 
(略) (略) 

第 100 条の 2 (略) (略) 

第 101 条第 2項 (略) (略) 
 

8 及び 9 (略)  8 及び 9 (略) 

10 第 5項から第 8 項までの規定は，前項

の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において，

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

10 第 5項から第 8項までの規定は，前項

の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において，

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第5項の部及び

第 6項の部 
(略) (略) 

第7項の表以外

の部分 

第 4項の (略) 

同項から

前項まで 
 

同項，第 5

項及び前項 

第 7 項の表第

19 条の項の部

から第7項の表

第 98 条第 5 項

の項の部まで 

(略) (略) 

第 7 項の表第

100 条の 2 第 1

項の項 

(略) (略) 

第 7 項の表第

101 条第 2項の

項の部及び第 8

項の部 

(略) (略) 

 

第5項の部及び

第 6項の部 
(略) (略) 

第7項の表以外

の部分 

第 4項の (略) 

同項から

前項まで 
 

第 5 項，前

項及び第 9

項 

第 7 項の表第

19 条の項の部

から第7項の表

第 98 条第 5 項

の項の部まで 

(略) (略) 

第 7 項の表第

100 条の 2の項 
 

(略) (略) 

第 7 項の表第

101 条第 2 項の

項の部及び第 8

項の部 

(略) (略) 

 

11 (略) 11 (略)  

12 第 5項から第 8 項までの規定は，前項

の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において，

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

12 第 5項から第 8項までの規定は，前項

の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において，

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第5項の部及び

第 6項の部 
(略) (略) 

第7項の表以外

の部分 

第 4項の (略) 

同項から

前項まで 
 

同項，第 5

項及び前項 

第 7 項の表第

19 条の項の部

から第7項の表

第 98 条第 5 項

の項の部まで 

(略) (略) 

第 7 項の表第

100 条の 2 第 1

項の項 

(略) (略) 

第 7 項の表第

101 条第 2項の

項の部及び第 8

項の部 

(略) (略) 

 

第5項の部及び

第 6項の部 
(略) (略) 

第7項の表以外

の部分 

第 4項の (略) 

同項から

前項まで 
 

第 5 項，前

項及び第 11

項 

第 7 項の表第

19 条の項の部

から第7項の表

第 98 条第 5 項

の項の部まで 

(略) (略) 

第 7 項の表第

100 条の 2の項 
 

(略) (略) 

第 7 項の表第

101 条第 2 項の

項の部及び第 8

項の部 

(略) (略) 

 

13 (略) 13 (略) 

14 第 5項から第 8 項までの規定は，前項

の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において，

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

14 第 5項から第 8項までの規定は，前項

の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において，

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第5項の部及び

第 6項の部 
(略) (略) 

第7項の表以外

の部分 

第 4項の (略) 

同項から

前項まで 
 

同項，第 5

項及び前項 

第 7 項の表第

19 条の項の部

から第7項の表

第 98 条第 5 項

の項の部まで 

(略) (略) 

第 7 項の表第

100 条の 2 第 1

項の項 

(略) (略) 

 

第5項の部及び

第 6項の部 
(略) (略) 

第7項の表以外

の部分 

第 4項の (略) 

同項から

前項まで 
 

第 5 項，前

項及び第 13

項 

第 7 項の表第

19 条の項の部

から第7項の表

第 98 条第 5 項

の項の部まで 

(略) (略) 

第 7 項の表第

100 条の 2の項 
 

(略) (略) 
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第 7 項の表第

101 条第 2項の

項の部及び第 8

項の部 

(略) (略) 

 

第 7 項の表第

101 条第 2 項の

項の部及び第 8

項の部 

(略) (略) 

 

  

 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き，第１条の規定による改正後の取手市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は，平成２８年度以

後の年度分の固定資産税について適用し，平成２７年度分までの固定資産税につい

ては，なお従前の例による。 

２ 新条例付則第１０条の２第７項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取得

され，又は改良される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１

３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新

法」という。）附則第１５条第２９項に規定する償却資産に対して課する平成２９

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例付則第１０条の２第１０項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例付則第１０条の２第１１項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例付則第１０条の２第１２項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例付則第１０条の２第１３項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例付則第１０条の２第１４項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対して課する平成

２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

８ 新条例付則第１０条の２第１８項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取

得される新法附則第１５条第４２項に規定する家屋及び償却資産に対して課する

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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９ 新条例付則第１０条の３第９項第５号の規定は，平成２８年４月１日以後に改修

される新法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第１

０項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成２９年度以後の年度分の

固定資産税について適用する。 
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承認第４号 

 

 

取手市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

 

 

取手市都市計画税条例の一部を改正する条例について，地方自治法第１７９条第１

項の規定により別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定により報告し，承

認を求める。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    
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専決処分第２号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

取手市都市計画税条例の一部を改正する条例について，特に緊急を要し市議会を招

集する時間的余裕がないことが明らかであるため，地方自治法第１７９条第１項の規

定により，別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  平成２８年３月３１日 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    
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   取手市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 取手市都市計画税条例（昭和４８年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

(納税義務者等) (納税義務者等) 

第 2 条 (略) 第 2 条 (略) 

2 前項の「価格」とは，当該土地又は家

屋に係る固定資産税の課税標準となる

べき価格(法第349条の3第10項から第

12 項まで，第 22 項から第 24 項まで，

第 26 項，第 28 項から第 31 項まで，第

33項又は第34項の規定の適用を受ける

土地又は家屋にあっては，その価格にそ

れぞれ当該各項に定める率を乗じて得

た額)をいい，前項の「所有者」とは，

当該土地又は家屋に係る固定資産税に

ついて法第 343 条において所有者又は

所有者とみなされる者をいう。 

2 前項の「価格」とは，当該土地又は家

屋に係る固定資産税の課税標準となる

べき価格(法第349条の3第10項から第

12 項まで，第 23 項，第 24 項，第 26 項，

第 28 項又は第 30 項から第 33 項までの

規定の適用を受ける土地又は家屋に

あっては，その価格にそれぞれ当該各項

に定める率を乗じて得た額)をいい，前

項の「所有者」とは，当該土地又は家屋

に係る固定資産税について法第 343 条

において所有者又は所有者とみなされ

る者をいう。 

3 及び 4 (略) 3 及び 4 (略) 

付 則 付 則 

1 から 3まで (略) 1 から 3まで (略) 

(法附則第 15 条第 42 項の条例で定める

割合) 

 

4 法附則第 15条第 42項に規定する市町

村の条例で定める割合は，5分の 4とす

る。 

 

(宅地等に対して課する平成 27 年度か

ら平成 29 年度までの各年度分の都市計

画税の特例) 

(宅地等に対して課する平成 27 年度か

ら平成 29 年度までの各年度分の都市計

画税の特例) 

5 宅地等に係る平成 27 年度から平成 29

年度までの各年度分の都市計画税の額

は，当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税額が，当該宅地等の当該年度分の

4 宅地等に係る平成 27 年度から平成 29

年度までの各年度分の都市計画税の額

は，当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税額が，当該宅地等の当該年度分の
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都市計画税に係る前年度分の都市計画

税の課税標準額に，当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格(当該宅地等が当該年度分の

都市計画税について法第702条の3の規

定の適用を受ける宅地等であるときは，

当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下同じ。)に 100 分の 5 を乗じ

て得た額を加算した額(当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第

349 条の 3(第 19 項を除く。)又は法附則

第15条から第15条の3までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは，当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額(以下

「宅地等調整都市計画税額」という。)

を超える場合には，当該宅地等調整都市

計画税額とする。 

都市計画税に係る前年度分の都市計画

税の課税標準額に，当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格(当該宅地等が当該年度分の

都市計画税について法第702条の3の規

定の適用を受ける宅地等であるときは，

当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下同じ。)に 100 分の 5 を乗じ

て得た額を加算した額(当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第

349 条の 3(第 20 項を除く。)又は法附則

第15条から第15条の3までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは，当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額(以下

「宅地等調整都市計画税額」という。)

を超える場合には，当該宅地等調整都市

計画税額とする。 

6 前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る平成27年度から平成29年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は，

当該宅地等調整都市計画税額が，当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に 10 分の 6

を乗じて得た額(当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第 349 条

の 3(第 19 項を除く。)又は法附則第 15

条から第 15 条の 3 までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは，当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額を超え

る場合にあっては，前項の規定にかかわ

らず，当該都市計画税額とする。 

5 前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る平成27年度から平成29年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は，

当該宅地等調整都市計画税額が，当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に 10 分の 6

を乗じて得た額(当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第 349 条

の 3(第 20 項を除く。)又は法附則第 15

条から第 15 条の 3 までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは，当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額を超え

る場合にあっては，前項の規定にかかわ

らず，当該都市計画税額とする。 

7 付則第 5項の規定の適用を受ける宅地 6 付則第 4項の規定の適用を受ける宅地



- 5 - 

等に係る平成27年度から平成29年度ま

での各年度分の宅地等調整都市計画税

額は，当該宅地等調整都市計画税額が，

当該宅地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に 10 分

の 2 を乗じて得た額(当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第 349

条の 3(第 19 項を除く。)又は法附則第

15条から第15条の 3までの規定の適用

を受ける宅地等であるときは，当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額に満たな

い場合にあっては，付則第 5項の規定に

かかわらず，当該都市計画税額とする。 

等に係る平成27年度から平成29年度ま

での各年度分の宅地等調整都市計画税

額は，当該宅地等調整都市計画税額が，

当該宅地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に 10 分

の 2 を乗じて得た額(当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第 349

条の 3(第 20 項を除く。)又は法附則第

15条から第15条の 3までの規定の適用

を受ける宅地等であるときは，当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た

額)を当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額に満たな

い場合にあっては，付則第 4項の規定に

かかわらず，当該都市計画税額とする。 

8 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が0.6以上0.7以下のもの

に係る平成27年度から平成29年度まで

の各年度分の都市計画税の額は，付則第

5項の規定にかかわらず，当該商業地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年

度分の都市計画税の課税標準額(当該商

業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第 349 条の 3(第 19 項を除く。)

又は法附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける商業地等である

ときは，当該課税標準額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額)を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額(以下「商業地等据置

都市計画税額」という。)とする。 

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が0.6以上0.7以下のもの

に係る平成27年度から平成29年度まで

の各年度分の都市計画税の額は，付則第

4項の規定にかかわらず，当該商業地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年

度分の都市計画税の課税標準額(当該商

業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第 349 条の 3(第 20 項を除く。)

又は法附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける商業地等である

ときは，当該課税標準額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額)を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額(以下「商業地等据置

都市計画税額」という。)とする。 

9 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.7 を超えるものに係

る平成27年度から平成29年度までの各

年度分の都市計画税の額は，付則第 5

項の規定にかかわらず，当該商業地等に

8 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.7 を超えるものに係

る平成27年度から平成29年度までの各

年度分の都市計画税の額は，付則第 4

項の規定にかかわらず，当該商業地等に
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係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格に 10 分の 7 を乗じて

得た額(当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349 条の 3(第 19

項を除く。)又は法附則第 15 条から第

15 条の 3 までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは，当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額)を当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額(以下「商業地等

調整都市計画税額」という。)とする。 

係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格に 10 分の 7 を乗じて

得た額(当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349 条の 3(第 20

項を除く。)又は法附則第 15 条から第

15 条の 3 までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは，当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額)を当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額(以下「商業地等

調整都市計画税額」という。)とする。 

(農地に対して課する平成 27 年度から

平成 29 年度までの各年度分の都市計画

税の特例) 

(農地に対して課する平成 27 年度から

平成 29 年度までの各年度分の都市計画

税の特例) 

10 農地に係る平成 27 年度から平成 29

年度までの各年度分の都市計画税の額

は，当該農地に係る当該年度分の都市計

画税額が，当該農地に係る当該年度分の

都市計画税に係る前年度分の都市計画

税の課税標準額(当該農地が当該年度分

の固定資産税について法第 349 条の

3(第 19 項を除く。)又は法附則第 15 条

から第 15 条の 3 までの規定の適用を受

ける農地であるときは，当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額)に，当該農地の当該年度の次の表

の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ，

同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じ

て得た額を当該農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額(以下

「農地調整都市計画税額」という。)を

超える場合には，当該農地調整都市計画

税額とする。 

9 農地に係る平成 27年度から平成 29 年

度までの各年度分の都市計画税の額は，

当該農地に係る当該年度分の都市計画

税額が，当該農地に係る当該年度分の都

市計画税に係る前年度分の都市計画税

の課税標準額(当該農地が当該年度分の

固定資産税について法第 349 条の 3(第

20 項を除く。)又は法附則第 15 条から

第 15 条の 3 までの規定の適用を受ける

農地であるときは，当該課税標準額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額)

に，当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ，同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た

額を当該農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした

場合における都市計画税額(以下「農地

調整都市計画税額」という。)を超える

場合には，当該農地調整都市計画税額と

する。 

 表 (略)  表 (略) 

11 (略) 10 (略) 
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12 市街化区域農地に係る平成 27年度か

ら平成 29 年度までの各年度分の都市計

画税の額は，前項の規定により市税条例

付則第 13 条の 2 の規定の例により算定

した当該市街化区域農地に係る当該年

度分の都市計画税額が，当該市街化区域

農地の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に，

当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価

格の3分の2の額に100分の5を乗じて

得た額を加算した額(当該市街化区域農

地が当該年度分の固定資産税について

法第 349 条の 3(第 19 項を除く。)又は

法附則第15条から第15条の3までの規

定の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは，当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額)を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額(以下「市街化区域農

地調整都市計画税額」という。)を超え

る場合には，当該市街化区域農地調整都

市計画税額とする。 

11 市街化区域農地に係る平成 27年度か

ら平成 29 年度までの各年度分の都市計

画税の額は，前項の規定により市税条例

付則第 13 条の 2 の規定の例により算定

した当該市街化区域農地に係る当該年

度分の都市計画税額が，当該市街化区域

農地の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に，

当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価

格の3分の2の額に100分の5を乗じて

得た額を加算した額(当該市街化区域農

地が当該年度分の固定資産税について

法第 349 条の 3(第 20 項を除く。)又は

法附則第15条から第15条の3までの規

定の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは，当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額)を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額(以下「市街化区域農

地調整都市計画税額」という。)を超え

る場合には，当該市街化区域農地調整都

市計画税額とする。 

13 前項の規定の適用を受ける市街化区

域農地に係る平成 27 年度から平成 29

年度までの各年度分の市街化区域農地

調整都市計画税額は，当該市街化区域農

地調整都市計画税額が，当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格の3分の2の額

に10分の2を乗じて得た額(当該市街化

区域農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の 3(第 19項を除く。)

又は法附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地

であるときは，当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額)を当該市街化

12 前項の規定の適用を受ける市街化区

域農地に係る平成 27 年度から平成 29

年度までの各年度分の市街化区域農地

調整都市計画税額は，当該市街化区域農

地調整都市計画税額が，当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格の3分の2の額

に10分の2を乗じて得た額(当該市街化

区域農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の 3(第 20項を除く。)

又は法附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地

であるときは，当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額)を当該市街化
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区域農地に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合

にあっては，前項の規定にかかわらず，

当該都市計画税額とする。 

区域農地に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合

にあっては，前項の規定にかかわらず，

当該都市計画税額とする。 

14 (略) 13 (略) 

15 付則第 5 項及び第 7項の「宅地等」と

は法附則第 17 条第 2 号に，付則第 5項

及び第 8項の「前年度分の都市計画税の

課税標準額」とは法附則第 25 条第 6 項

において読み替えて準用される法附則

第 18 条第 6 項に，付則第 6 項，第 8 項

及び第 9項の「商業地等」とは法附則第

17 条第 4号に，付則第 8項から第 10 項

までの「負担水準」とは法附則第 17 条

第 8 号ロに，付則第 10 項の「農地」と

は法附則第 17 条第 1 号に，付則第 10

項の「前年度分の都市計画税の課税標準

額」とは法附則第 26 条第 2 項において

読み替えて準用される法附則第 18 条第

6項に，付則第 11項から第 13 項までの

「市街化区域農地」とは法附則第 19 条

の 2 第 1 項に，付則第 12 項の「前年度

分の都市計画税の課税標準額」とは法附

則第 27 条の 2 第 3 項において読み替え

て準用される法附則第 18 条第 6 項に規

定するところによる。 

14 付則第 4項及び第 6項の「宅地等」と

は法附則第 17 条第 2 号に，付則第 4項

及び第 7項の「前年度分の都市計画税の

課税標準額」とは法附則第 25 条第 6 項

において読み替えて準用される法附則

第 18 条第 6 項に，付則第 5 項，第 7 項

及び第 8項の「商業地等」とは法附則第

17 条第 4 号に，付則第 7 項から第 9 項

までの「負担水準」とは法附則第 17 条

第 8号ロに，付則第 9項の「農地」とは

法附則第 17 条第 1号に，付則第 9 項の

「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第 26 条第 2 項において読み

替えて準用される法附則第 18 条第 6 項

に，付則第 10 項から第 12 項までの「市

街化区域農地」とは法附則第 19 条の 2

第 1 項に，付則第 11 項の「前年度分の

都市計画税の課税標準額」とは法附則第

27 条の 2 第 3 項において読み替えて準

用される法附則第 18 条第 6 項に規定す

るところによる。 

16 法附則第 15 条第 1 項，第 13 項，第

17 項から第 24 項まで，第 26 項，第 28

項，第 32 項，第 36項，第 37 項，第 42

項若しくは第 45 項，第 15 条の 2 第 2

項又は第 15 条の 3 の規定の適用がある

各年度分の都市計画税に限り，第 2条第

2 項中「又は第 34 項」とあるのは「若

しくは第34項又は法附則第15条から第

15 条の 3まで」とする。 

15 法附則第 15 条第 1 項，第 13 項，第

17 項から第 24 項まで，第 26 項，第 28

項，第 32 項，第 36 項，第 37 項若しく

は第 42 項，第 15 条の 2 第 2 項又は第

15 条の 3 の規定の適用がある各年度分

の都市計画税に限り，第2条第2項中「又

は第 30 項から第 33 項まで」とあるのは

「若しくは第30項から第33項まで又は

法附則第 15 条から第 15条の 3まで」と

する。 
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17 (略) 16 (略) 

  

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の取手市都市計画税条例（次項において「新条例」という。）

の規定は，平成２８年度以後の年度分の都市計画税について適用し，平成２７年度

分までの都市計画税については，なお従前の例による。 

３ 新条例付則第４項の規定は，平成２８年４月１日以後に新たに取得される地方税

法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第１条の規定による改

正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第４２項に規定する家

屋に対して課する平成２９年度以後の年度分の都市計画税について適用する。 
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承認第５号 

 

 

   取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

 

 

取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について，地方自治法第１７９条

第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定により報告し，

承認を求める。 

 

 

  平成２８年６月９日提出 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    
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専決処分第３号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について，特に緊急を要し市議会

を招集する時間的余裕がないことが明らかであるため，地方自治法第１７９条第１項

の規定により，別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  平成２８年３月３１日 

 

 

取手市長  藤 井 信 吾    
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   取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 取手市国民健康保険税条例（昭和４８年条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

(課税額) (課税額) 

第 3 条 (略) 第 3 条 (略) 

2 前項の基礎課税額は，世帯主(前条第 2

項の世帯主を除く。)及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし，当該合算額が 54 万円を超える

場合においては，基礎課税額は，54 万

円とする。 

2 前項の基礎課税額は，世帯主(前条第 2

項の世帯主を除く。)及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし，当該合算額が 52 万円を超える

場合においては，基礎課税額は，52 万

円とする。 

3 第 1 項の後期高齢者支援金等課税額

は，世帯主(前条第 2 項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし，当該合算額が 19 万円

を超える場合においては，後期高齢者支

援金等課税額は，19 万円とする。 

3 第 1 項の後期高齢者支援金等課税額

は，世帯主(前条第 2 項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし，当該合算額が 17 万円

を超える場合においては，後期高齢者支

援金等課税額は，17 万円とする。 

4 (略) 4 (略) 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第 21 条 次の各号のいずれかに掲げる国

民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は，第 3条第 2

項本文の基礎課税額からア及びイに掲

げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が 54 万円を超える場合には，54

万円)，同条第 3 項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額

第 21 条 次の各号のいずれかに掲げる国

民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は，第 3条第 2

項本文の基礎課税額からア及びイに掲

げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が 52 万円を超える場合には，52

万円)，同条第 3 項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額
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を減額して得た額(当該減額して得た額

が 19 万円を超える場合には，19 万円)

並びに同条第 4 項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が 16 万

円を超える場合には，16万円)の合算額

とする。 

を減額して得た額(当該減額して得た額

が 17 万円を超える場合には，17 万円)

並びに同条第 4 項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が 16 万

円を超える場合には，16万円)の合算額

とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 法第 703 条の 5 に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が，33

万円に被保険者及び特定同一世帯所

属者 1 人につき 26 万 5 千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義

務者(前号に該当する者を除く。) 

(2) 法第 703 条の 5 に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が，33

万円に被保険者及び特定同一世帯所

属者 1 人につき 26 万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者

(前号に該当する者を除く。) 

アからカまで (略) アからカまで (略) 

(3) 法第 703 条の 5 に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が，33

万円に被保険者及び特定同一世帯所

属者 1 人につき 48 万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者

(前 2号に該当する者を除く。) 

(3) 法第 703 条の 5 に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が，33

万円に被保険者及び特定同一世帯所

属者 1 人につき 47 万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者

(前 2号に該当する者を除く。) 

アからカまで (略) アからカまで (略) 

  

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の取手市国民健康保険税条例の規定は，平成２８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し，平成２７年度分までの国民健康保険税

については，なお従前の例による。 
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同意案第１８号 
 
 
   取手市固定資産評価審査委員会委員の選任に関する同意について 
 
 
 取手市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を引き続き選任したいので，

地方税法第４２３条第３項の規定に基づき，議会の同意を求める。 
 
 
 

記 
 
 
 
      氏  名    齊 藤 茂 雄 
 
      生年月日    昭和１７年２月１７日 
 
      住  所    取手市小文間３８８４番地１ 
 
 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
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経 歴 書（ 抜 粋 ） 
 
 

氏  名   齊 藤 茂 雄（さいとう しげお） 
生年月日   昭和１７年２月１７日（７４歳） 
住  所   取手市小文間３８８４番地１ 

 
 

学    歴 
 
昭和３５年 ３月   茨城県立取手第一高等学校卒業 
 
 

職    歴 
 
昭和３８年 ２月   取手町役場入庁 
平成 ８年 ４月   教育部長 
平成 ９年 ４月   企画財政部長 
平成１０年 ４月   財政部長 
平成１２年 ３月   取手市役所退職 
平成１２年 ４月   取手市収入役選任 
平成１６年 ３月   取手市収入役退任 
 
 

その他の経歴 
 
平成１９年 ６月   取手市固定資産評価審査委員会委員 現在に至る 
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諮問第２号 
 
 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
 
 
人権擁護委員として，小沼 登美子氏を推薦いたしたく，人権擁護委員法第

６条第３項の規定に基づき議会の意見を求める。 
 
 
 

記 
 
 
 
      氏  名    小 沼 登美子 
 
      生年月日    昭和２０年３月１６日 
 
      住  所    取手市下萱場１３４１番地２ 
 
 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
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経 歴 書（ 抜 粋 ） 
 
 
      氏  名   小 沼 登美子（おぬま とみこ） 

生年月日   昭和２０年３月１６日（７１歳） 

住  所   取手市下萱場１３４１番地２ 

 
 

学    歴 
 
昭和３８年 ３月   茨城県立取手第二高等学校普通科卒業 
昭和４０年 ３月   上野洋裁学院研究科卒院 
 
 

職    歴 
 
平成 ４年 ６月   農林水産省農業研究センター作物開発部非常勤 
 
 

その他の経歴 
 
平成１３年 ４月   藤代町行政改革推進委員会委員 
平成１４年１２月   藤代町企業誘致審議会委員 
平成１８年 ２月   取手市行政改革推進委員会委員 
平成１９年１０月   人権擁護委員 現在に至る 
平成２１年 １月   取手市国民健康保険運営協議会委員 現在に至る 
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諮問第３号 
 
 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
 
 
人権擁護委員として，香取 序子氏を推薦いたしたく，人権擁護委員法第６

条第３項の規定に基づき議会の意見を求める。 
 
 
 

記 
 
 
 
      氏  名    香 取 序 子 
 
      生年月日    昭和２２年１月１０日 
 
      住  所    取手市台宿二丁目１８番１１号 
 
 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
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経 歴 書（ 抜 粋 ） 
 
 
      氏  名   香 取 序 子（かとり のぶこ） 

生年月日   昭和２２年１月１０日（６９歳） 

住  所   取手市台宿二丁目１８番１１号 

 
 

学    歴 
 
昭和４２年 ３月   東京家政大学短期大学部保育科卒業 
 
 

職    歴 
 
昭和４２年 ４月   学校法人道灌山幼稚園勤務 
昭和４４年 ４月   学校法人取手幼稚園勤務 
昭和５７年 ７月   財団法人簡易保険加入者協会取手出張所 所長 
 
 

その他の経歴 
 
平成１９年１２月   主任児童委員 現在に至る 
平成２２年１０月   人権擁護委員 現在に至る 
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諮問第４号 
 
 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
 
 
人権擁護委員として，須賀 笙子氏を推薦いたしたく，人権擁護委員法第６

条第３項の規定に基づき議会の意見を求める。 
 
 
 

記 
 
 
 
      氏  名    須 賀 笙 子 
 
      生年月日    昭和２２年５月２４日 
 
      住  所    取手市白山一丁目２番１７号 
 
 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
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経 歴 書（ 抜 粋 ） 
 
 
      氏  名   須 賀 笙 子（すが しょうこ） 

生年月日   昭和２２年５月２４日（６９歳） 

住  所   取手市白山一丁目２番１７号 

 
 

学    歴 
 
昭和４５年 ３月   二松学舎大学国文学部卒業 
 
 

職    歴 
 
昭和４５年 ３月   参議院議員秘書 
昭和４６年 ８月   フジタ工業株式会社勤務 
 
 

その他の経歴 
 
昭和６１年１２月   取手市民生委員児童委員 現在に至る 
平成１９年 ８月   取手市社会福祉協議会評議員 現在に至る 
平成１９年１１月   取手市社会福祉事業団評議員 現在に至る 
平成２２年１０月   人権擁護委員 現在に至る 
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諮問第５号 
 
 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
 
 
人権擁護委員として，松浦 勉氏を推薦いたしたく，人権擁護委員法第６条

第３項の規定に基づき議会の意見を求める。 
 
 
 

記 
 
 
 
      氏  名    松 浦  勉 
 
      生年月日    昭和２６年１月１２日 
 
      住  所    取手市本郷一丁目２７番１９号 
 
 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
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経 歴 書（ 抜 粋 ） 
 
 
      氏  名   松 浦  勉（まつうら つとむ） 

生年月日   昭和２６年１月１２日（６５歳） 

住  所   取手市本郷一丁目２７番１９号 

 
 

学    歴 
 
昭和４８年 ３月   東京都立大学経済学部 卒業 
 
 

職    歴 
 
昭和４８年 ４月   東京都教育委員会勤務 
昭和５２年 ４月   板橋区役所勤務 
昭和６３年 ４月   荒川区役所勤務（心身障害者福祉センター所長） 
平成 ２年 ４月   板橋区役所勤務 

（区史編さん室長，教育委員会庶務課長，選挙管理委

員会事務局長，教育委員会次長，福祉部長を歴任） 
平成２３年 ４月   板橋区役所再任用勤務（板橋区公文書館副館長） 
 
 

その他の経歴 
 
平成１４年 ４月   大東文化大学大学院非常勤講師 
平成１８年 ４月   板橋区社会福祉協議会理事 
平成２３年 ９月   取手市民生委員児童委員 現在に至る 
平成２４年１０月   群馬医療福祉大学大学院非常勤講師 
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諮問第６号 
 
 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
 
 
人権擁護委員として，色川 昇氏を推薦いたしたく，人権擁護委員法第６条

第３項の規定に基づき議会の意見を求める。 
 
 
 

記 
 
 
 
      氏  名    色 川  昇 
 
      生年月日    昭和２７年１２月１４日 
 
      住  所    取手市椚木９３８番地 
 
 
 
  平成２８年６月９日提出 
 
 

取手市長  藤 井 信 吾    
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経 歴 書（ 抜 粋 ） 
 
 
      氏  名   色 川  昇（いろかわ のぼる） 

生年月日   昭和２７年１２月１４日（６３歳） 

住  所   取手市椚木９３８番地 

 
 

学    歴 
 
昭和５２年 ３月   日本大学文理学部 卒業 
 
 

職    歴 
 
昭和５２年 ４月   取手市立寺原小学校 講師 
昭和５３年 ４月   谷和原村立小絹小学校 教諭 
昭和５６年 ４月   取手市立取手第一中学校 教諭 
平成 ３年 ４月   取手市教育委員会派遣 社会教育主事 
平成 ６年 ４月   取手市立取手小学校 教諭 
平成 ９年 ４月   利根町立太子堂小学校 教頭 
平成１２年 ４月   利根町立文小学校 教頭 
平成１４年 ４月   守谷市立守谷小学校 教頭 
平成１６年 ４月   茨城県教育庁総務課・県南生涯学習センター次長 
平成１８年 ４月   取手市立高井小学校 校長 
平成２１年 ４月   取手市立戸頭東小学校 校長 
平成２３年 ４月   取手市立藤代中学校 校長 
平成２５年 ３月   取手市立藤代中学校 退職 
 
 

その他の経歴 
 
平成２５年 ４月   取手市教育委員会社会教育指導員 


